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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

む
つ
小
川
原
石
油
国
家
備
蓄
基
地
建
設
予
定
地
区
内
に
発
見
さ
れ
た
活
断
層
問
題
に
関
す
る
質
問 

主
意
書 

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
十
一
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

灘 

尾 
弘 

吉 

殿 

提 

出 

者 
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一 

 



 

こ
の
石
油
国
家
備
蓄
基
地
は
、
我
が
国
最
初
の
も
の
で
、
青
森
県
む
つ
小
川
原
地
区
六
ケ
所
村
弥
栄
平
の
部
落 

 
 

に
、
敷
地
二
百
五
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
直
径
八
十
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
二
十
四
メ
ー
ト
ル
の
石
油
タ
ン
ク
を
五
十
一
基 

 
 

 

建
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
昭
和
五
十
七
年
ま
で
に
五
百
六
十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
の
原
油
を
備
蓄
す
る
計
画
と 

 
 

言
わ
れ
て
い
る
。 

一 

地
場
産
業
を
発
展
さ
せ
る
。 

青
森
県
の
「
む
つ
小
川
原
開
発
」
は
、
こ
の
十
一
月
二
十
一
日
の
石
油
国
家
備
蓄
基
地
建
設
の
起
工
式
に
よ
り
、 

 
 

事
実
上
ス
タ
ー
ト
が
き
ら
れ
た
。 

日
本
共
産
党
は
「
む
つ
小
川
原
開
発
」
に
つ
い
て
、 

む
つ
小
川
原
石
油
国
家
備
蓄
基
地
建
設
予
定
地
区
内
に
発
見
さ
れ
た
活
断
層
問
題
に
関
す
る
質
問 

主
意
書 

 

三 

 



 

こ
と
を
基
本
と
し
、
こ
れ
を
つ
ら
ぬ
く
た
め
に
、
住
民
と
専
門
家
の
参
加
を
保
障
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
。 

三 

地
元
を
う
る
お
す
。 

と
こ
ろ
が
、
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
「
む
つ
小
川
原
開
発
」
は
、
こ
の
三
つ
の
「
地
域
開
発
」
の
基
本
点
を
と
り
入
れ

た
も
の
で
な
く
、
大
企
業
本
位
、
安
全
性
無
視
、
公
害
ば
ら
ま
き
、
地
元
産
業
振
興
に
役
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
。 

先
月
の
起
工
式
を
前
に
、
藤
田
至
則
新
潟
大
教
授
、
宮
城
一
男
弘
前
大
教
授
の
二
名
の
科
学
者
に
よ
り
、
第
四 

 
 

 

紀
に
活
動
し
た
「
活
断
層
」
が
こ
の
基
地
予
定
地
を
南
北
に
走
つ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。 

こ
の
指
摘
が
事
実
と
す
れ
ば
、
石
油
備
蓄
基
地
と
そ
の
周
辺
の
安
全
に
大
き
な
不
安
要
因
と
な
る
も
の
で
、
大 

 
 

災
害
を
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
重
大
な
問
題
で
あ
る
。 

例
え
ば
、
石
油
国
家
備
蓄
基
地
は
、
第
二
次
基
本
計
画
の
一
万
六
千
人
を
雇
用
す
る
と
の
約
束
と
は
全
く
違 

 
 

 

い
、
四
百
～
五
百
人
の
雇
用
し
か
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

二 
公
害
を
も
ち
こ
ま
せ
な
い
。 

四 

 



 

さ
ら
に
、
県
の
「
む
つ
小
川
原
開
発
土
地
分
類
基
本
調
査
」
で
も
、
予
定
地
の
真
南
に
後
川
（
六
ケ
所
村
）
、
土
場 

 
 

 

川
（
東
北
町
）
に
沿
つ
て
南
北
方
向
の
構
造
谷
（
断
層
谷
）
を
確
認
し
て
お
り
、
同
調
査
「
地
質
図
」
に
も
、
予
定
地
か

ら
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
南
の
干
樽
に
約
五
十
メ
ー
ト
ル
落
差
の
断
層
が
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
こ
の
二
科
学
者
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
「
日
本
活
断
層
図
」
は
、
こ
れ
ま
で
学
会
で
発
表
さ
れ
確
認
さ
れ 

 
 

 

た
も
の
を
載
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
載
つ
て
い
な
い
こ
と
が
存
在
を
否
定
す
る
論
拠
に
は
な
ら
な
い
こ 

 
 

 

と
、
む
し
ろ
、
こ
の
「
活
断
層
図
」
の
中
に
、
基
地
予
定
地
の
南
方
に
東
北
最
大
の
「
葛
根
（
く
ず
ね
）
」
、
北
側
に 

 
 

 
 

「
下
北
」
の
両
活
断
層
が
そ
れ
ぞ
れ
南
北
方
向
に
走
つ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
が
予
定
地
内
で
連
結
し
て
い
る 

 
 

可
能
性
を
予
測
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。 

石
油
公
団
、
県
当
局
は
、
当
初
、
通
産
省
地
質
調
査
所
発
行
「
日
本
活
断
層
図
」
に
は
、
予
定
地
内
に
活
断
層
が 

 
 

 

あ
る
と
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
で
も
活
断
層
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
と
主
張
し
た
。 

二
科
学
者
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
、
二
回
の
現
地
調
査
を
行
い
、
予
定
地
の
南
側
二
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト 

五 

 



 

ル
、
北
側
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
ま
で
断
層
が
せ
ま
つ
て
い
る
の
を
確
認
、
さ
ら
に
、
土
場
川
南
西
部
の
淋 

 
 

代
（
さ
び
し
ろ
）
で
第
四
紀
の
下
部
ロ
ー
ム
層
を
切
断
す
る
明
ら
か
に
第
四
紀
に
活
動
し
た
活
断
層
を
発
見
、
そ
し 

 
 

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
断
層
が
基
本
的
に
南
北
方
向
に
走
り
、
角
度
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
基
地
予
定
地 

 
 

 

内
に
活
断
層
群
が
存
在
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
、
む
つ
小
川
原
地
域
は
大
地
震
の
多
発
し
て
い
る
十
勝
沖
に
近
く
、
地
震
の
影
響
を
受 

 
 

け
や
す
い
地
域
で
あ
る
。
例
え
ば
、
宮
城
沖
地
震
に
よ
る
被
害
が
利
府
・
長
町
断
層
沿
い
の
地
域
に
集
中
し
た
と 

 
 

 

い
う
事
例
か
ら
見
て
も
、
巨
大
石
油
タ
ン
ク
を
断
層
上
に
設
置
す
る
こ
と
が
い
か
に
危
険
な
も
の
で
あ
る
か
は
明 

 
 

ら
か
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
科
学
者
の
指
摘
や
住
民
の
不
安
に
対
し
、
石
油
公
団
が
な
ん
ら
ま
と
も
な
解
明
を
行
わ
な
い
ま
ま
、 

 
 

石
油
備
蓄
基
地
の
建
設
を
強
行
す
る
こ
と
は
断
じ
て
容
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。 

政
府
が
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
を
早
急
に
解
明
し
、
対
策
を
講
ず
る
べ
く
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

六 

 



 

四 

石
油
公
団
は
、
い
わ
ゆ
る
「
活
断
層
」
の
判
定
に
必
要
な
す
べ
て
の
第
四
紀
層
の
形
態
を
ど
う
見
て
い
る
の 

 
 

 

か
。 

三 

科
学
者
の
「
活
断
層
の
存
在
の
可
能
性
」
の
指
摘
を
、
公
団
は
ど
う
認
識
し
、
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
か
。 

 
 

 

今
後
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
か
。
さ
ら
に
、
「
活
断
層
」
の
調
査
を
行
う
の
か
。
そ
の
場
合
、
こ
れ
ら
科
学
者 

 
 

 

の
立
会
い
を
認
め
る
考
え
が
あ
る
か
。 

一 
石
油
公
団
の
昭
和
五
十
三
年
度
「
陸
上
石
油
備
蓄
基
地
基
本
計
画
策
定
業
務
報
告
書
」
（
昭
和
五
十
四
年
二
月
） 

 
 

で
は
、
「
収
集
調
査
資
料
か
ら
判
断
す
る
と
む
つ
小
川
原
地
区
に
は
活
断
層
は
な
い
」
と
一
方
的
に
断
定
し
て
い 

 
 

る
が
、
こ
の
収
集
調
査
資
料
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
収
集
調
査
資
料
の
公
表
を
含
め
、
断
定
の
根
拠
を
明
ら 

 
 

 

か
に
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

二 

石
油
公
団
は
、
基
地
予
定
地
内
で
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
行
つ
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
調
査
の
詳
細
な
内
容 

 
 

 

に
つ
い
て
速
や
か
に
公
表
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

七 

 



 

 

八 
五 
消
防
法
の
「
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
」
第
十
一
条
第
一
項
三
の
二
で
は
、
「
特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の 

 
 

 

基
礎
及
び
地
盤
は
堅
固
な
も
の
と
し
、
平
板
載
荷
試
験
、
圧
密
度
試
験
等
の
試
験
に
お
い
て
、
自
治
省
令
の
基 

 
 

 

準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
な
つ
て
い
る
。
当
然
、
石
油
備
蓄
基
地
に
つ
い
て
も
こ
の
条
項
が
適
用 

 
 

 

さ
れ
る
と
思
う
が
、
こ
れ
ら
の
試
験
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
試
験
を
実
施
し
な
い
ま
ま
石
油
備
蓄
基
地 

 
 

と
し
て
決
め
た
の
か
。
ま
た
、
今
後
試
験
を
実
施
す
る
の
か
。
さ
ら
に
試
験
に
よ
つ
て
自
治
省
令
の
基
準
に
適 

 
 

 

合
し
な
い
と
の
結
論
が
出
た
場
合
は
ど
う
対
処
す
る
つ
も
り
な
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 

 


